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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイプ１
タイプ１：　対人関係の著しい偏り
１．いま攻撃の矢面にさらされているスタッフ、本人の非難理由、訴えの先

　例、ケアマネ（事例報告者）、理由はそのつど違うが今はヘルプ回数減、行政
	


２．以前に攻撃されたスタッフ、本人の非難理由（多い場合、主要なもの）

　例、ヘルパー、理由はそのつど違うが、多いのは仕事を指示どおりしない

	


３．本人の非難が原因で離職・異動したスタッフの有無、有りの場合その職種と人数

　例、ヘルパー、交替は数知れず、自信を失い退職したヘルパー２～３名

	


４．スタッフが攻撃されたときの所属機関（上司、同僚）の態度、対応（分かる限りで）

　例、1) ケアマネ（事例報告者）、上司には説明していたので同情的、行政が当初まに受け説明に苦慮

　　　2)ヘルパー、サ責や管理者が謝ってしまうのでヘルパーは立場ない、強いヘルパーを向けても粗を　　

　　　　探して非難

	


タイプ２（その１）精神障害、アルコール依存での困難

１．精神科への受診の有無、精神障害者保健福祉手帳の有無（不明な場合は次で説明）

	


２．精神の疾患または障害が疑われるひとの言動（普通と思えない状況）

	


３．精神障害等が疑われるひとに対する家族の態度

　例、要介護者本人の妻に対する態度：妻を置いて施設入所はできない

　依存症：酒の購入所持、浪費（買い物）など本人の行動とその結果に対する家族の対応
　　　　＝例、口やかましく言うだけでいつも尻拭い

	

	


タイプ２（その２）知的障害での困難

１．療育手帳の有無（無の場合、出た学校の種類）

　例、療育手帳無し、中学は養護学校、要介護者（父）も娘を普通と言いたがる

	


２．知的障害とそれに関連して援助が困難になる状況（共通項目４で書き残した部分）
　例、父も娘も知的な遅れを認めない。日常の介護ができない、飽きて外出、放置。虚言癖もあり改善しない

	


タイプ３　サービス拒否とタイプ４　自己放任

１．できると主張しているが、できていないこと、今のままでは予想される危険

　例　自分で食事していると言うが、うどん玉に醤油をかけているだけ、栄養不良

	


２．拒否的な態度になった原因（分かるまたは推測される場合）または経過

　例　隣家との境界争いで行政が相手側についたと言い、近隣や行政を拒否するようになる
　例　近隣や商店と常にトラブル、周囲も避けるようになり、しだいに孤立
	


３．近隣の苦情または介入を求める訴え（共通項目２）の内容を客観的に判断した結果

　例　遠方の長男が食事と転倒を心配、転倒は本人も注意している、栄養バランスは不明

　例　ゴミ屋敷で、臭いとハエや蚊に我慢できないと周囲が一致して行政に抗議、冬場はそれほどひどくはない
	


タイプ５　喪失体験と障害の受容
１．急に悪化または障害を負う以前の本人の日常生活と性格

	


２．本人に対する家族の態度

　例　はれものに触るように恐れ、敬遠、要求を何でものんでしまう、あきらめ

	


タイプ６　不適切な介護法に固執する家族
１．介護する家族と要介護者本人との関係（つぎの３区分で）

1-1. 息子と要介護の母の場合

　例、結婚せず（できず）仕事もやめ、母の世話を生きがいに、母も負い目を感じ我慢する
	


1-2. 夫と要介護の妻

　例、妻に愛情をもって介護しているが、全て支配しようとする、妻は仕方ないと諦め
	


1-3. 娘と要介護の親、その他
　例、母の期待に応えようとしてきた娘で、現状に（婚期を逃す）不満も言わず尽くす、本人の望
　　　むとおりにしないいけないと思っている
	


２．医療職など他の専門職の指示に対する家族介護者と本人の態度
	


タイプ７　在宅の限界

１．いまが在宅の限界に近いかどうかの事例報告者としての判断、その根拠
	


２．このまま在宅が続いた場合、予想される危険・問題
	


３．予想される危険に対する別居親族の態度（タイプ７は独居が基本）
	


４．上司、行政、関係者（民生委員、近隣）の事態への認識
	


５．予想される危険に対して、とることのできる（とりたい）対策
	


タイプ８　認知症で親族なし：独居または夫婦とも認知症で後見人になる親族がいない,いても非協力
１．認知症の本人（又は夫婦）が１人（２人）だけで居ることによる危険性の程度
	


２．入院入所に対する本人（又は夫婦）の態度

	


３．後見人になれる親族の有無、その続柄、その親族の協力への意志
	


４．地域福祉権利擁護事業（福祉サービス利用援助事業）の適用の有無、適用での問題
	


５．成年後見制度を利用する上での問題（市長申し立てについての主管課の姿勢を含む）
	


タイプ９　虐待

１．虐待の種類（身体的・心理的・性的・経済的、放任）と確認できた事実、推測されること
	


２．虐待状況に接するスタッフ、その対応、所属機関の当該スタッフへの態度・支援

　例、ヘルパー、暴言暴行をやめるよう息子に言うが聞かない、管理者は頑張ってと言うだけ
	


３．サービス担当者会議開催の有無、その方針、結論と結果

　例、有り、特養入所が適当、空くまで待機の結論、まだ１年以上かかりそうだがその方針なし
	


４．行政が措置によるサービス（短期入所、施設入所）を行う意思をもっているか

　例、ケアマネより措置を求めるが「もうすこし様子を見たい」「本人が望んでいない」と消極的
	


５．虐待ネットワークまたは、それになる可能性のあるつながりの有無、それによるサポート

　例、市の保健師は、主管課の消極的な態度にケアマネと共に説得してくれる
	


タイプ１０　１～９にはいらない困難
１０－１　多重債務・窮乏
　　　　注意：本人の年金を家族が使ってしまい、必要な介護サービスを使えないのは経済的虐待（虐待に書く）
１．多重債務者の本人からみた続柄、いつから同居か（家族の経歴）、家族の就労と収入の状況
	


２．本人の多重債務者である家族への態度（迷惑に感じているor可愛そうに思っているなど）

	


３．窮乏（経済的な苦しさ）の程度、食事や清潔などの生活水準
	


４．経済的に苦しく使えないでいる本来必要なサービスの内容
	


１０－２　認知症の被害妄想に家族同調
１．認知症を認めない家族が、物盗られ妄想に同調し、事業所やケアマネジャーを批判する内容
	


２．本人・家族の訴えに対する上司、行政の態度、関係者（民生委員、近隣）の認識
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